
補償内容

【ダイワグループ クルーズ旅行センター】

【2022年度飛鳥Ⅱ、にっぽん丸、ぱしふぃっくびいなす の国内クルーズ】を弊社にてご購入された方は

『旅行キャンセル保険(※)』が無償で付帯(*4)されております！

旅行旅行を出発日当日にキャンセルし、取消料が発生。そんなとき『旅行キャンセル保険(※)』が付帯されておりますので、

キャンセル料（取消料）(*1)が補償されます！(*2)

※ 「旅行キャンセル保険」はAWPチケットガード少額短期保険（株）の旅行キャンセル費用補償保険（企画旅行等）のペットネームです。

*1 取消料とは旅行最初の乗船を中止した日以後に提供を受ける旅行サービスについて搭乗を中止したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、
旅行業者、航空会社等との契約上払い戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを必要とする費用をいいます。

*2 全ての場合において保険金をお支払するものではありません。お支払事由に該当しない場合には本保険のお支払の対象とはなりません。
*3 旅行最初の乗船日に入院している場合もしくは旅行最初の乗船日から遡って30日以内に3日以上入院した場合をさします。
*4 旅行キャンセル保険は、旅行代金支払日から乗船日までの期間が1年以内の旅行に適用されます。また、補償に関する詳細をメールにてお送りするために必要なお客様の

氏名、メールアドレス、購入された旅行の情報を、引受保険会社であるAWPチケットガード少額短期保険（株）に提供いたします。予め同意いただいた上、ご購入ください。

“飛鳥Ⅱ”
“にっぽん丸”

“ぱしふぃっくびいなす”
ご購入者様 限定プラン

≪対象期間≫
ご出発日1か月前のご予約分まで！

2011ST130313-654

【取扱代理店】 お申込み・お問合せ先

株式会社ダイワグループ
０３-５３７７-１３８１
〒166-0003
東京都杉並区高円寺南4-27-17 恒陽サンクレスト高円寺９０３号

【引受保険会社】

AWPチケットガード少額短期保険株式会社
〒140-0002
東京都品川区東品川4-12-8 品川シーサイドイーストタワー2階

旅行する方の入院（*3）

旅行する方の死亡

旅行出発日から遡って30日以内の
火災・自然災害等による家屋損壊

旅行する方が裁判員として
任命された場合

出発日に
このような
ケースでも
安心補償！

出発前日に旅行取消の連絡

100%の取消料(*1)が発生
旅行代金 取消料(*1)300,000円 300,000円

「旅行キャンセル保険」にて

保険金 300,000円(*2)

をお支払いします。

＜例＞
旅行出発日前日、駅の階段から落ち骨折し旅行をキャンセル

大阪在住 60代・女性

夫婦二人でクルーズ台湾旅行を予約。旅行
の前日、妻が駅の階段から足を踏み外し、
急遽入院することに。
全治1か月の骨折と診断され旅行を中止。

上記例は架空のケースです。

さらに充実した補償をご希望の方は、別途お申込みいただけるプランをご用意しております。
詳しくは【取扱代理店】ダイワグループへお問い合わせください。

■パソコンからのお申込み
https://www.tgssi.jp/portal/trip/daiwagroup/index.html

■スマートフォンから
のお申込み

（新型コロナウイルスも対象。詳しくは取扱代理店にお尋ねください）

https://www.tgssi.jp/portal/trip/daiwagroup/index.html

